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■ビジョン３～多様な主体との連携の視点～

「あらゆる主体の豊かな感性がつながり合い、
信州の景観を磨き上げていく」

■ビジョン２～身近な景観育成の視点～

「身近な自然・農村・歴史・文化を尊重し、
地域の誇りとなる景観を守り育む」

■ビジョン１～広域的な景観育成の視点～

「観る者が感動する信州の美しい景観を、
大切に、守りつないでいく」

それぞれの主体に期待される役割

・県 民⇒景観育成の主体

・事業者⇒景観育成の主体

・来訪者⇒景観育成に協力

・市町村⇒地域の景観育成のリーダー

・長野県⇒県全体の景観育成をけん引

共に磨き、未来につなぐ、美しく豊かな信州の景観

景観育成の基本理念

１－１ ビジョン策定の背景と視点（現状とビジョン策定の動機）

第1章 背景と目的

●視点１

・市町村の行政界を超えた広域景観に影響を
及ぼし得る事象や行為への対応

・広域的な視点からエリアの価値を高める景観
育成の取組を推進

●視点２

公共施設における都市・地域と一体的なデザイ
ンによる質的向上

●視点３

環境配慮型の都市・地域づくり、施設づくりの
景観誘導

●視点４

景観育成の担い手である生産者・事業者等の
支援・連携の強化

●視点５

市町村と県の役割分担の整理と必要な支援策
の継続・強化

■県民の地域への愛着や誇りの醸成、交流・関係
人口の獲得
・少子化と人口減少の急速な進行

・東京一極集中から地方分散への動き、ライフス
タイルや価値観の多様化
・身近な景観育成への支援等

■広域的な視点と身近な暮らしの視点からの景
観育成
・自律分散型の県土と地域ごとの多様な文化

・地域で育まれてきた特色ある産業
・快適で魅力あるまちづくりの推進
・広域的な眺望景観の育成
・市町村間連携の機会等を創出

■新たな技術との調和、環境や自然災害等に対
応した持続ある景観育成
・社会におけるデジタル化の急速な進展
・気候変動や自然災害への対応

■「自然や食」、「生産者や企業」との連携を視野
に入れた景観育成
・生産者や企業との連携

・自然を生かした観光等との連携や
信州らしい景観育成やブランディング

ビジョン策定の５つの視点

景観にまつわる現状や特性を踏まえ課題を整理、ビジョン策定の視点を明示し景観育成の基本理念を検討

１－３ ビジョンの位置づけと計画期間

景観法施行による市町村の景観行政団体移行

• 77市町村うち29市町村が景観行政団体へ移行、地域の個性を尊重した景観を育成

県による景観育成の取組状況
• 平成４年に県独自の景観条例を制定し景観行政がスタート

• 市町村をまたぐ広域的な景観育成重点地域を指定（４地域）し広域景観を育成

• 住民主体による景観育成を図るため景観育成住民協定の認定（17６か所）

• 「信州ふるさとの見える（丘）」をはじめ、景観への普及・啓発を促進

２－1 長野県の景観特性と景観育成を取り巻く環境
2－2 ビジョン策定の５つの視点（課題と視点）

第２章 長野県の景観特性とビジョン策定の視点

今後の景観育成を取り巻く環境

第３章 景観育成の基本理念

３－３ パートナーシップによる景観育成

第４章 取組方針❺

多様な人材と協働・連携で推進します

第４章 取組方針❸

公共空間の質を高めます
第４章 取組方針❹

身近な自然・農村・歴史・文化を活かします

第４章 取組方針❶

広域的な景観育成を先導します
第４章 取組方針❷

戦略的に眺望景観を活用します

多様な主体が連携・協働し、未来に向けて景観をつなぐ精神を踏まえ基本理念を設定。ビジョン策定の5
つの視点を踏まえ、将来に向けた景観育成のビジョンを定めると共に景観育成の取組につなげる

• 人口減少社会を迎え、地域の魅力を高めエリア全体の価値を高めていくことが必要

• 景観行政団体による独自取組が推進、一方、行政界をまたぐ広域的な景観育成の視点が必要

⇒ 地域ごとの景観育成の基本方針を明確にし、あらゆる主体と景観育成の理念を共有しながら

取組を進めるため、景観育成の方針を示した「長野県景観育成ビジョン」を策定

〈現 状〉

〈ビジョン策定の動機〉

・本ビジョンは、長野県の各分野の計画や施策を踏まえ、長野県全域の景

観育成に関する目標や方針、施策を明示します。長野県及び県下の景観

行政団体は、本ビジョンに基づき景観法の活用や景観施策を展開

・本ビジョンの計画期間は概ね10年間

■長野県景観育成ビジョン（素案）の概要版

３－１ 景観育成の基本理念、３－２ 景観育成の３つのビジョン

資料２

長野県景観育成ビジョン（長野県全体の景観育成の目指す姿）
広域的な視点から景観のまとまりのある地域を区分し、景観育成の方向性を位置づけ

景観法に基づく景観計画の区域

長 野 県
長野県景観計画

長野県農村景観育成方針

各種施策やガイドライン等

景観行政団体市町村

景観行政団体市町村の景観計画

各種施策やガイドライン等



取組方針❷ →主体：市町村・長野県

戦略的に眺望景観を活用します

・眺望点（ビューポイント）の指定や保全

・広域景観保全の仕組みを導入（広域景観アセスメント制度）

第４章 景観育成の5つの取組

取組方針❺ →主体：県民・事業者・市町村・国・長野県

多様な人材と協働・連携で推進します

・勉強会や交流の機会を通じて、景観育成の取組強化

・専門家の派遣や景観育成住民協定等、景観育成を支援

取組方針❹ →主体：県民・事業者・市町村・長野県

身近な自然・農村・歴史・文化を活かします

・長野県農村景観育成方針の展開

・農山村風景や自然風景、歴史・文化

取組方針❸ →主体：長野県

公共空間の質を高めます

・地域の景観特性を尊重した公共デザイン誘導

・地域のアイデンティティーを尊重した景観保全の推進

取組方針❶ →主体：長野県

広域的な景観育成を先導します

・広域景観エリアを区分し、景観育成の方向性を明示

・重点的に景観育成に取組むエリアを設定し市町村と連携

第５章 広域景観エリアの景観育成方針
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それぞれの主体に期待される役割も示しながら次の５つの取組方針を定め、取組方針を実現するための取組方策を明示

取組方針❶-②

広域景観エリアの設定、広域景観エリア協議会による取組の推進

取組方針❶-③

重点的に広域景観の育成に取組む地域の設定

取組方針❷-④

広域景観アセスメント制度の創設・運用

広域景観を有するビューポイントから特別眺望点を指定し、眺望範囲内で行われる行為に対し
景観への影響度合いをシミュレーション等で可視化。周辺住民や市町村との広域景観の調整を機
能させます。

図 周辺への景観的な影響度合いの大きい行為のイメージ

良好な広域景観の育成を重点的に進め

るため「広域景観育成重要ゾーン」の設定

検討を進めます。

広域景観育成重要ゾーンでは広域景観を

育成する取組を推進します。

広域景観エリア毎に景観特性を踏まえた景観育成方針を明示（エリアシート）

エリアシートの作成項目

●広域景観エリアの景観特性 ・・・地形的な特徴と眺望/道路・交通/河川・水辺/歴史・文化/産業

大切にしたい特徴

・・・エリア内における広域的な眺望要素を整理し、広域景観アセスメント制度等に反映

・・・広域景観を考えるうえでの検討指標として、守るべき広域景観特性を明確化し取組検討

第６章 長野県景観育成ビジョンの推進体制

推進体制
長野県景観育成ビジョンの推進にあたっては、関係機関との横断的な体制を整え
計画的に進捗管理を行います。

PDCAサイクルの考え方に基づき毎年の進捗管理のほか、5年を目途に必要に応じ
て長野県景観育成ビジョンの見直し、改訂を実施

進捗管理の方法
主な視対象（広域的な景観要素）

広域景観エリアの景観育成方針

１ 基本目標
・広域景観エリアの景観特性を踏まえた基本目標を設定

2-1広域景観の育成を先導する取組

①活かしたい眺望景観

②景観のまとまりにおける広域景観育成の推進

③景観軸における広域景観育成の推進

・地域の顔となる景観を形成している景観のまとまりや景観軸を示す

・重点的な景観育成を取組むエリアとして広域景観育成重要ゾーンを示す

2-2景観資源を活かしたエリアブランディングの取組

・住民を主体とした景観育成の取組による環境の維持向上

・歴史・文化的資源や農林業等を活用したブランディング

■長野県景観育成ビジョン（素案）の概要版

景観法に基づく
長野県の景観計画区域

景観法に基づく
市町村景観行政団体
の景観計画区域

広域景観育成重要ゾーン

景観法に基づく
重点地域

・長野県景観育成ビジョンの策定
・長野県景観育成ビジョンに基づく実行計画の策定

点検・評価結果の実施について
（実行計画の進捗状況等の点検・評価）

景観審議会への報告

実行計画に基づいた施策の実施
（長野県景観育成ビジョン、関連計画等に基づく施策の実施）

進捗に応じて施策の内容やその実施方法の改善を検討

ビジョン
（Plan）

実施
（Do）

点検評価
（Check）

見直し
（Action）

必要に応じて長野県景観育成ビジョンの見直し、改定
（５年毎）

（毎年）

（毎年）
（毎年）

（５年毎）

エリアシートの作成例


